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江東区ハクビシン・アライグマ対策事業のお知らせ 

     江東区では、区民生活の環境被害を防止するためにハクビシン  

及びアライグマの防除等の対策を行う事業を実施しています。  

 
 

対象者  生活環境被害を受けている居住用建築物の所有者等  

（分譲共同住宅の場合は管理組合）  

 

※  生 活 環 境 被 害 と は 、 ハ ク ビ シ ン ・ ア ラ イ グ マ に よ る 次 に  

掲 げ る 被 害    

(1)居 住 用 建 築 物 の 内 部 に お け る 足 音 及 び 鳴 き 声 に よ る 騒 音  

(2)居 住 用 建 築 物 の 内 部 ま た は 敷 地 内 に お け る ふ ん 尿 に よ る  

汚 損  

(3)居 住 用 建 築 物 の 破 損  

(4)(1)～ (3)の ほ か 、 ハ ク ビ シ ン ・ ア ラ イ グ マ が 居 住 用 建 築  

物 の 内 部 ま た は 敷 地 内 に 侵 入 し た こ と に よ り 生 じ た 被 害  

 

事業の概要  
区 の 委 託 を 受 け た 専 門 業 者 が 現 地 調 査 を 実 施 し 、 ハ ク

ビ シ ン ・ ア ラ イ グ マ の 侵 入 の 痕 跡 を 確 認 し た 場 合 に 、 捕

獲器を設置します。  

ハクビシン・アライグマが捕獲された場合は、専門業者

が 引 き 取 り を 行 い ま す 。 捕 獲 器 の 設 置 期 間 は ２ 週 間 で 、

１週間の延長が可能（最大３週間設置可能）です。  

※ 設 置 ～ 回 収 ま で 年 度 内 で 完 結 す る 必 要 が あ る た め ３ 月 中 の

捕 獲 器 設 置 の 日 程 が 希 望 に 添 え な い 場 合 が ご ざ い ま す 。  

 

申請方法  利 用 申 請 書 に 記 入 の 上 、 必 要 書 類 を 添 付 し 申 請 し て く

ださい。郵送等でも受け付けています。  

申 請 書 は 江 東 区 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き

ます。  

ト ッ プ ペ ー ジ ＞ く ら し ・ 地 域 ＞ ペ ッ ト ・ 動 物 ＞ そ の 他 の 動 物  

  

  

 

 

【 お 問 い 合 わ せ 先 】  

環境清 掃部環 境保 全課調 査係  

〒 135-838 3 江 東 区 東 陽 ４ － １ １ － ２ ８  

防 災 セ ン タ ー ６ 階 ８ 番 窓 口  

℡ ３ ６ ４ ７ － ６ １ ４ ８ （ 直 通 ）  



【申請者】

利用申請

対策事業の流れ

【江東区】

【専門業者】

利用申請却下通知

利用承認通知

申請受理

審 査

申請却下

または

利用承認

現地調査

侵入の痕跡

捕獲器の設置

捕獲器ごと
引き取り

捕獲器の回収

※ 添付書類として申請者が建築物を所有することが

わかる書類として下記を求めることがあります。

・登記事項証明書・固定資産税納税通知書の写し等

・分譲マンションの場合、管理組合の役員名簿等

【利用者）】

毎日：捕獲器（箱わな）と餌の点検

週１回程度：餌のつけかえ

委託

終了

ハクビシン・アライグマ捕獲あり

ハクビシン・アライグマ捕獲なし

終了
なし

あり

専門業者より連絡し
現地調査の日程調整を

行う。

利用者より専門業者へ連絡



利用者の責務 

 対策事業の申請を行い、利用承認の通知を受けた方（利用者）には、以下の 

事項の実施をお願いしています。 

 

１ 捕獲器を設置・回収する際やハクビシン・アライグマを引き取る際に立ち

会うこと。 

 

２ 捕獲器設置期間において、毎日捕獲器を見回り、餌の状況を確認する等、

適切に管理すること。 

 

３ 区から交付される「外来生物法に基づくアライグマの防除に係る従事者

証」を携帯し、週１回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えること。 

（餌の費用は自己負担です。） 

 

４ ハクビシン・アライグマが捕獲された場合は、区の委託を受けた専門業者

へ速やかに連絡すること。 

 

５ 生活環境被害がある場合、その対応（侵入口をふさぐ等の工事の施工や、

ふん尿の撤去、清掃・消毒等）及び再発防止のための対策を実施すること。 

 

 

注意事項 

 次のような場合は本対策事業の対象外です。 

 

１ 「見かけた」など実害が発生していない場合 

２ ハクビシン・アライグマ以外の動物による被害の場合 

３ 利用者による毎日の見回りが出来ない場合 

 



別記第１号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

 江東区長 殿 

申請者 住 所               

氏 名               

電話番号               

 

江東区ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書 

 

 江東区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱第１０条の規定により対策事業の実施

を希望するので、次のとおり申請します。なお、申請に当たり、下記の事項について誓約

します。 

記 

１ 対策事業の実施の際は、江東区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱第１２条に

定める事項を実施します。 

２ 同要綱に基づく事業の実施において必要な事項を第三者に提供することに同意しま

す。 

対象の建築物 
所在地 江東区 

用途 １ 個人宅 ２ 共同住宅 

対 象 動 物 １ ハクビシン ２ アライグマ ３ 不明 

被害状況※ 

１ 居住用建築物の内部における足音及び鳴き声による騒音 

２ 居住用建築物の内部又は敷地内におけるふん尿による汚損 

３ 居住用建築物の破損 

４ 居住用建築物の内部又は敷地内におけるその他の被害 

（                       ） 

 過去の申請の

有無 

 同一建築物における過去の申請 

１無 ・ ２有（    年    月    申請） 

備 考 
  

※ 該当する番号に丸を付け、被害状況が分かる写真を添付してください。 


